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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月27日(2011.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセスモデル履歴に格納されている複数のプロセスモデルを有する該プロセスモデル
履歴を管理する方法であって、
　第１の優先度基準および第２の優先度基準の組み合わせに基づいて、複数のプロセスモ
デルを体系化し、
　各プロセスモデルは、前記第１の優先度基準に関連する値および前記第２の優先度基準
に関連する値の組み合わせに応じて表され、
　前記体系化されたプロセスモデルのそれぞれと前記体系化されたプロセスモデルのそれ
ぞれに共通の基準点との間の分離度を計算し、
　前記基準点は、前記第１の優先度基準に関連する値および前記第２の優先度基準に関連
する値を含み、
　除去の前に、除去されることになっているプロセスモデルと同一の制御ルーチンに関し
て同定されるプロセスモデルの総数が、制御ルーチンに関して同定される前記プロセスモ
デルの総数に関連する閾値を超える場合には、前記分離度に基づいて、前記モデル履歴か
らプロセスモデルを除去する、
　ことを含む方法。
【請求項２】
　各プロセスモデルは、プロセス制御システムにおいて制御ルーチンの動作領域に関して
同定され、プロセスモデルを除去することは、除去後に、前記除去されたプロセスモデル
と同一の動作領域に関して前記同定されたプロセスモデルの総数が、動作領域に関して同
定されたプロセスモデルの総数に関連する閾値を超える場合に、前記分離度に基づいて前
記プロセスモデルを除去することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基準点は、前記第１の優先度基準に関連する最も適当でない値および前記第２の優
先度基準に関連する最も適当でない値を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１および第２の優先度基準の少なくとも１つは、重み付けされた基準を含む請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記第１および第２の優先度基準の少なくとも１つは、モデル品質の尺度およびモデル
年数の尺度からなる群の１つまたは複数を含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　各プロセスモデルは、プロセス制御システムにおいて制御ルーチンの動作領域に関して
同定され、前記制御ルーチンの前記動作領域に関して最後に同定された前記プロセスモデ
ルは、前記プロセス履歴から除去されない請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記モデル履歴からプロセスモデルを除去することは、除去時に、動作領域設定および
制御ルーチン状態変数に基づいて、前記モデル履歴からプロセスモデルを除去することを
含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記モデル履歴からプロセスモデルを除去することは、前記第１および第２の優先度基
準に関連する前記プロセスモデル値が、前記第１および第２の優先度基準に基づいて、最
大閾値を下回る場合に、前記分離度に基づいて、前記モデル履歴からプロセスモデルを除
去することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　最大閾値は、前記第１および第２の優先度基準に基づく一次関数を含む請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
　複数のプロセスモデルを格納するメモリから削除のためにプロセスモデルを選択する方
法であって、
　多次元空間の第１の座標軸として第１の優先度基準を有し、前記多次元空間の第２の座
標軸として第２の優先度基準を有する多次元空間を定義し、
　前記第１の優先度基準に関連する第１の座標値および前記第２の優先度基準に関連する
第２の座標値に基づいて、前記多次元空間内でメモリ内に格納されるプロセスモデルを体
系化し、
　前記体系化されたプロセスモデルに共通の前記多次元空間において、基準点に関連して
各プロセスモデルの位置を計算し、
　前記基準点が、前記第１および第２の優先度基準の最も適当でない値に関連する座標値
を含み、
　前記多次元空間における前記基準点に対する前記プロセスモデルの近接性に基づいて、
削除のための１つまたは複数のプロセスモデルを選択する、
　方法。
【請求項１１】
　前記基準点は、前記多次元空間の起点を含み、
　削除のために１つまたは複数のプロセスモデルを選択することは、前記起点からの最小
距離に基づいて、削除のための１つまたは複数のプロセスモデルを選択することを含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　各プロセスモデルは、プロセス制御システムにおいて制御ルーチンの動作領域に関して
同定され、
　前記制御ルーチンの前記動作領域に関して最後に同定された前記プロセスモデルは、削
除のために選択されない、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　削除のためにプロセスモデルを選択することは、前記プロセスモデルの前記第１および
第２の優先度基準に関連する前記座標値が、前記第１および第２の優先度基準に基づいて
最大閾値を下回る場合に、前記多次元空間において前記基準点に対する前記プロセスモデ
ルの近接性に基づいて、削除のためにプロセスモデルを選択することを含む請求項１０に
記載の方法。
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【請求項１４】
　最大閾値は、前記第１および第２の優先度基準に基づく一次関数を含む請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　最大閾値は、前記モデル履歴から除去される前記基準点に対して最も遠い近接性を有す
るプロセスモデルの前記第１および第２の優先度基準の座標値に基づく動径関数を含む請
求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　各プロセスモデルは、プロセス制御システムにおける制御ルーチンの動作領域に関して
同定され、
　削除のために１つまたは複数のプロセスモデルを選択することは、削除前に、前記選択
されたプロセスモデルと同一の制御ルーチンに関して同定されたプロセスモデルの総数が
、制御ルーチンに関して同定されたプロセスモデルの総数に関連する閾値を超える場合に
、および、削除後に、前記選択されたプロセスモデルと同一の制御ルーチンに関して同定
されたプロセスモデルの総数が、動作領域に関して同定されたプロセスモデルの総数に関
連する閾値を超える場合に、前記多次元空間において前記基準点に対する前記プロセスモ
デルの近接性に基づいて、削除のための１つまたは複数のプロセスモデルを選択すること
を含む、
　請求項１０に記載の方法。
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